
道では、国が推進する「21世紀の国民健康づくり運動（健康日本21）」（平成12 年３月厚生事務
次官通知）の趣旨に沿って、「北海道健康づくり基本指針 すこやか北海道 21 」を平成13 年３月に
策定しました。

この指針においては、長寿社会を心身ともに健やかで活力ある生活を送ることができるよう、道
民一人ひとりが主体的に健康づくりに取り組むことにより、健康で元気に生活できる期間「健康寿
命」を伸ばすことを目指し、①栄養・食生活、②身体活動・運動、③休養、④メンタルヘルス、⑤
歯と口腔、⑥たばこ、⑦アルコールの７領域における生活習慣の改善と、①糖尿病、②循環器病、
③がんの３領域における、健診等での早期発見・早期治療について、具体的な目標と数値指標を示
して取り組んできました。

平成14年８月に健康増進法が制定されたことを受け、この基本指針を、健康増進法に基づく計
画に位置付け、平成24 年度までを計画期間として健康づくりを推進、その後、平成 25年３月には、
「健康格差」の縮小の概念を盛り込んだ第２期の「北海道健康増進計画 すこやか北海道21」を策
定、また、令和２年３月には、改正健康増進法を踏まえ、「受動喫煙ゼロ」の実現を目指した「北海
道受動喫煙防止条例」を制定するなど、道民の健康づくりを推進してきました。

こうした中、国においては、令和 5年に「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的
な方針」を改正し、令和 6年度から今後12 年間の「国民健康づくり運動（健康日本 21（第三次））」
が示されました。

道では、国の新たな基本方針を勘案して、生活習慣及び社会環境の改善を通じて、子どもから高
齢者まで全ての道民が共に支え合いながら希望や生きがいを持ち、健やかで心豊かに生活できる持
続可能な社会の実現に向け、新たな北海道健康増進計画を策定しました。

また、本計画は「北海道総合計画」が示す政策の基本的な方向に沿って策定、推進する特定分野
別計画であり、「北海道医療計画」及び「北海道医療費適正化計画」のほか、「北海道受動喫煙防止
対策推進プラン」、「北海道高齢者保健福祉計画・介護保険事業支援計画」、「北海道がん対策推進計
画」、「北海道循環器病対策推進計画」、「北海道歯科保健医療推進計画」、「北海道自殺対策行動計画」、
「北海道アルコール健康障害対策推進計画」等と整合性を図りながら健康づくりを推進するもので
す。

なお、本計画は、平成27年に、国連サミットにおいて採択された「持続可能な開発のための
2030アジェンダ」で掲げられた「持続的な開発目標（SDGs）*」の「ゴール３：あらゆる年齢の全
ての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する」の達成に資するものです。

第１章　計画のめざす姿
　策定の目的と位置づけ１

＊　持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals：SDGs）2015年９月に国連で採択された、先進国を含む2030年ま

での国際社会全体の開発目標。17のゴール（目標）とその下位目標である169のターゲットから構成
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本計画では、高齢化の進展及び疾病構造の変化を踏まえ、生活習慣病の予防、社会生活を営むた
めに必要な機能の維持及び向上等により、健康寿命（健康上の問題で日常生活が制限されることな
く生活できる期間をいいます。以下同じ。）の延伸を目指すとともに、あらゆる世代の健やかな暮ら
しを支える良好な社会環境を構築することにより、健康格差（地域や社会経済状況の違いによる集
団間の健康状態の差をいいます。以下同じ。）の縮小の実現を目指します。
また、道民が健やかで心豊かに生活できる活力ある社会の実現に向けては、個人の行動と健康状

態の改善のみならず、健康を支え守るための社会環境の整備が重要であることから、地域の実態を
捉え道民の健康増進を総合的に推進します。

本計画の期間は、令和6年度から令和17年度までの概ね12年間とします。
健康を取り巻く社会環境や道民の健康状態の変化を踏まえ、計画策定から６年を経過した令和

11年度を目途に、目標の達成状況などについて中間評価を行い、必要に応じて見直しを行うこと
とします。

図１ 計画がめざす姿

COPD

　計画がめざす姿２

　計画の期間３

北海道健康増進計画　すこやか北海道 21
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北海道健康増進計画と関連計画

■めざす姿
健康寿命の延伸・健康格差の縮小

■目標
①生活習慣の改善
（ア）栄養・食生活
（イ）身体活動・運動
（ウ）休 養
（エ）喫 煙

付属計画
「たばこ対策推進計画」

（オ）飲 酒
（カ）歯 ・ 口 腔

②生活習慣病の発症予防と重症化予防
の徹底
（ア）が ん
（イ）循 環 器 病
（ウ）糖 尿 病
（エ）Ｃ Ｏ Ｐ Ｄ

③社会生活を営むために必要な機能の
維持及び向上
（ア）こころの健康
（イ）高齢者の健康

④健康を支え、守るための社会環境の
整備

⑤ライフコースアプローチを踏まえた
健康づくり

■北海道歯科保健医療推進計画

■北海道がん対策推進計画

■北海道循環器病対策推進計画

■北海道医療計画
第３章

第４節 心血管疾患 第５節 糖尿病

第４章 第５節 慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）対策
第７節 歯科保健医療対策

■北海道医療費適正化計画
第４章 第１節 健康の保持の推進に関する施策

１ 保険者による特定健康診査及び特定保健指導
の推進

３ 生活習慣病対策の取組

■北海道自殺対策計画

■北海道高齢者保健福祉計画・介護保険事業支援計画

■北海道医療費適正化計画
第４章 第１節 健康の保持増進に関する施策

４ 高齢者の健康づくりや介護予防等の取組

■北海道アルコール健康障害対策推進計画

■北海道受動喫煙防止対策推進プラン

第２節 がん 第３節 脳卒中
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